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規 則

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例第３条第１項の規定により総合振興局が
所掌する事務を定める規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５０号

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例第３条第１項の規定により総合振興
局が所掌する事務を定める規則

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例（平成２０年北海道条例第７８号。以下「条
例」という。）別表第２の左欄に掲げる総合振興局は、条例第３条第１項の規定により、同
表の当該右欄に定める振興局の所管区域に係る次に掲げる事務（北海道上川総合振興局に
あっては、第１号に掲げる事務を除く。）を所掌する。
� 北海道行政組織規則（昭和４１年北海道規則第２１号）第３９条第１項の建設管理部の事項
第１号から第６号まで及び第９号に掲げる事務

� 北海道行政組織規則第４０条第１項の総務課の事項第１３号に掲げる事務のうち、次に掲
げるもの
ア 職員の研修に関する事務のうち、自己啓発に関するもの及び職場研修（条例別表第
２の左欄に掲げる総合振興局及び同表の当該右欄に定める振興局の所管区域内の道の
機関の職員を対象に実施するものに限る。）に関するもの
イ 職員の福利厚生に関する事務のうち、財産形成貯蓄の契約者の募集に係る通知に関
するもの
ウ 職員の教養及び安全衛生に関する事務のうち、次に掲げるもの
� 公務又は通勤により生じた災害の認定に関するもの
� 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第１２条第１項に規定する衛生管理者の資

格を取得するための講習会の受講者の募集に関するもの
エ 職員の健康管理に関する事務のうち、次に掲げるもの
� 職員の健康診断に係る実施計画の作成及び職員への周知に関するもの
� 労働安全衛生法第６９条第１項の規定に基づく健康教育として行う講習会（条例別
表第２の左欄に掲げる総合振興局及び同表の当該右欄に定める振興局の所管区域内
の道の機関の職員を対象に実施するものに限る。）の実施に関するもの

オ 職員相談に関する事務のうち、職員の生活設計に関する講演会の実施に関するもの
附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
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